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③　千葉県立北総花の丘公園～ハロウィンフェスタ、はなのおかコンサート等

④　船橋市天沼弁天池公園～緑の相談コーナー，花苗，園芸用黒土の無料配布等

⑤　千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道～ウェルカムゲート，ごみこしお披露目等
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街路樹剪定士
～「切るも剪定、切らぬも剪定」～

　美しい街づくりにとって、都市の緑の骨格を形成す
る街路樹は、きわめて大切な役割を持っています。一
般社団法人日本造園建設業協会（日造協）では、街路
樹剪定の技術者を育成するために「街路樹剪定士」認
定制度を平成１１年に創設し、以来２３年が経過しました。
令和３年度末までに全国で１４,６８６名、うち千葉県では
９１５名の街路樹剪定士が県内各地域で活躍しており、
技術が世に示され、今では入札条件や特記仕様書等に
記載する自治体が多くなってきています。
　日造協千葉県支部では、昨年１１月２１日・２２日の２日
間、千葉市の幕張で学科及び実技の研修会・認定試験
を実施し、４８名が挑戦しました。初日は、総論のほか
基本的事項・剪定・病害虫・植栽基盤整備・安全衛生
管理・剪定のケーススタディについて日造協街路樹剪
定士指導員の講義に耳を傾け、学んだ後に学科試験を
実施しました。２日目の実技試験では、プラタナスと
イチョウについて、１人１本ずつの街路樹をそれぞれ
の樹種に適した剪定方法で樹形を整えるとともに、安
全確保等の詳細にいたるまでの実技試験を実施しまし
た。
　街路樹の剪定に必要な技術として、日造協では「効
率的な切返し剪定」を推奨しています。切返し剪定で
大切なのは、枝替えと枝抜きを頂部優勢にしてバラン
スよく仕上げることに尽きます。
　実技試験では、目標樹形のプロポーションや頂部優
勢をコントロールした剪定部位はもちろん、適正な剪

定位置、丁寧な芽の残し、不要枝と必要枝の選別等の
技術面だけでなく、墜落制止用器具等の装備面、枝の
降ろし方等の安全面も判定します。
　「街路樹剪定士」認定制度は、街路樹の剪定に携わ
る造園技術者ひとりひとりの自己研鑽とともに、現場
で優れた技術・技能を発揮していくことを目的として
います。制度が出来る前は、本来の樹形や剪定方法を
全く無視した無残な街路樹が全国各地域に存在してい
ました。このような課題も年々減少し、現在は、街路
空間に合わせた目標樹形のプロポーションを、行政・
業界が共有するようになりつつあります。街路樹剪定
のスペシャリストとして、長い年月をかけて都市の統
一美として実現させる持続可能なマネージメント能力
が今、街路樹剪定士には求められています。
　街路樹は、生活に潤いをもたらし都市美をつくり上
げる機能のほか、CO２の削減・ヒートアイランド現象
の緩和・野生生物のコリドー・防災・大気汚染物質の
吸収吸着等の効果があります。生き物を扱う唯一の建
設業として、資格取得後も技術・技能の研鑽に努め、
単に木を切るということではなく剪定により形成され
る街路樹の魅力を広め、地域に帰って地元の街路樹は
我々が守り、育て、美しい景観を維持する意気込みで
取り組んで欲しいと思います。
　「効率的な切返し剪定」は、日造協が推奨する街路
樹剪定の剪定技術です。

（松戸　克浩）

実技認定試験（イチョウ） 実技認定試験（プラタナス）ケーススタディ（イチョウ）
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県の回答協会からの質問・要望項　目

＜県土整備部技術管理課＞

　労働安全衛生規則第５３８条に、「事業者は、作業のため物体が飛来する

ことにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設

備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための

措置を講じなければならない。」とされています。

　労働安全衛生規則の趣旨を踏まえ、現場の条件に応じて適切に判断

していただき、作業に従事する方の安全確保に努めていただくようお

願いいたします。

①夏期の除草作業時などは、熱中症対策の観点から、例えば、麦

わら帽子などの風通しが良いものがふさわしいと思われるので、

安全性が確保された上で、ヘルメット着用の義務を緩和して欲

しい。

Ⅱ 熱中症対策に関
すること

＜県土整備部技術管理課＞

　夏季の過酷な作業環境下では、熱中症等のリスクがあるため、作業時

間が十分に確保できず、作業効率が低下するものと認識しております。

　国では、過年度実施した施工の実態調査をもとに、夏季の過酷な作業

環境下における作業効率の低下状況の確認を行い、歩掛補正の必要性

も含め検討を実施しています。

　今後も国の動向を注視し、歩掛補正等の改定が行われた際は速やか

に対応してまいります。

②夏期の作業全般について、熱中症対策として休憩する回数や

時間が通常より増加するので、積算の賃金を上乗せして欲しい。

＜県土整備部技術管理課＞

　本県では国土交通省の積算基準を準用しており、高木剪定は市場単

価にて積算することとしています。幹回りが120ｃｍ以上の場合や、繁

茂状況を踏まえて定期的な剪定を行っていない場合については、見積

もり徴収や特別調査を行うこととなっていることから、改めて周知し

てまいります。

　また、発生材の量については、実績に応じて変更契約で対応しており

ます。

①高木剪定においては、樹木の種類や幹回りにより作業量や発

生材の量などが大きく異なっていますが、今の積算項目では規

格区分が少ないため、実態との乖離が大きくなっています。つ

きましては、積算項目の細目化及び見積もり徴取による積算を

お願いします。

Ⅲ 高木剪定での積
算に関すること

＜環境生活部自然保護課＞

　県では、公害又は災害の防止、その他良好な生活環境を維持すること

を目的として、工場用地及びその他の用地（物流倉庫等）では１ヘクタ

ール以上、住宅用地では１０ヘクタール以上の敷地面積を有する事業所

を対象として「千葉県自然環境保全条例」に基づく「緑化協定」を締結

することで緑化及び緑地保全の推進を図っているところです。

　なお、事業を行う者が国または地方公共団体の場合には、原則として

協定を締結しないものとしています。

　また、都市部の市では条例や要綱によってより小さな面積（例：千葉

市では５００平方メートル以上）から幅広く事業所を対象にしている場合

や、緑地率を県の基準よりも高く定めている場合などもあります。

　以上のように、地域の状況に応じて県・市町村のそれぞれで緑化制度

を設けているところであり、引き続き市町村とも連携しながら緑化の

推進に努めてまいります。

①千葉県も東京都と同様に、現状の緑を減らさない取り組みを

お願いします。具体的には、開発の規制面積が１，０００㎡（自治体

の持つ敷地は２５０㎡）以上の敷地の開発や建築に緑化の指導をお

願いします。

Ⅳ 緑の保全とグリ
ーンインフラに
関すること

＜県土整備部県土整備政策課　公園緑地課＞

　県土整備部では、従来の社会資本整備や土地利用等の取組において、

グリーンインフラと称してはいないものの、自然環境が持つ防災・減災、

地域振興、環境といった各種機能を活用した取組を実施しています。

　今後も、豊かな自然環境が守られ活用されている千葉を目指し、グリ

ーンインフラの考えを取り入れつつ、それぞれの分野における施策を

進めてまいります。

②千葉県内において、グリーンインフラの実施予定及び計画は

ありますか。また、建築や道路等の公園緑地課以外への情報の

共有はなされていますか。
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県の回答協会からの質問・要望項　目

＜農林水産部森林課＞
　九十九里地区の保安林整備の進捗状況ですが、津波対策としての砂
丘の整備は平成２７年度までに約１３キロメートルを完了しています。森
林整備については、ボランティア等によるものも含め、平成２４年度から
令和３年度までに約１４６ヘクタール実施し、進捗率は全体計画に対し約
５９パーセント となっています。
　平砂浦地区の進捗状況ですが、森林整備については、ボランティア等
によるものも含め、平成２４年度から令和３年度までに約３０ヘクタール
実施し、進捗率は約５０パーセントとなっています。
　今年度は、両地区とも植栽を予定しております。

①　九十九里地区及び平砂浦地区の保安林整備の進捗状況はど
のようになっていますか。
　また、今年度はどのような整備を行う予定ですか。

Ⅰ 海岸防災林の進
捗状況等に関す
ること

＜農林水産部森林課＞
　現在は、植物の生育環境として厳しい海岸の前線部（砂丘裏法面端か
ら１００ｍ未満程度の範囲）や、景観として松林が求められる箇所につい
ては、クロマツの植栽を進めていますが、前線部より内陸側については、
マツクイムシの被害や生物多様性を考慮して、広葉樹を導入すること
としています。 
　このため、森林研究所と協力し、「海岸防災林の広葉樹化方針（素案）」
を作成し内容について検討を行っているところです。
　今後の見通しですが、九十九里地区だけでも、海岸最前線部（砂丘裏
法面端から５０ｍの範囲）の植栽必要エリアが約５０ヘクタール、その後ろ
の５０～１００ｍの範囲においても約４０ヘクタールが存在しているため、今
後５年以上の期間は、前線部のクロマツの植栽を優先して進めて行く
こととなります。その期間中に、その後に控えている広葉樹の植栽に
備え、植栽方法を確立していきたいと考えております。
　部会等の開催については未定ですが、研究成果についてはある程度
まとまった段階で、情報提供していきたいと考えており、皆様からのご
意見等についても随時伺わせていただければと考えております。

②　広葉樹導入の検討状況について教えてください。
　また、海岸前線部より内陸側についてはいつどのように進め
ていくお考えですか。
　今後の見通しなどの共通認識を持つ場として海岸県有保安林
再生部会等の開催をお願いします。

＜農林水産部森林課＞
　令和４年度の抵抗性クロマツコンテナ苗の供給量は３～４万本を予
定しています。 令和３年度の活着率は以下のとおりです。（植栽後９０
日経過の活着率）

③　北部林業事務所防災林造成工事では、抵抗性クロマツのコ
ンテナ苗が使用されていますが、今年度の抵抗性クロマツコン
テナ苗の供給量はどの位を予定していますか。
　また、令和３年度の活着率はどの位ですか。

【当協会の質問・要望と県の回答】（農林水産部）

協会活動

令和 6年度�関東甲信造園建設業協会協議会
　関東甲信造園建設業協会協議会は、造園業界の課題
や造園建設業協会のあり方などを協議するため、毎年
関東甲信地域 9 都県の協会の持ち回りにより開催され
ています。
　令和 6 年度は 9 月27日（金）、（一社）長野県造園建
設業協会主催により開催され 1 都 8 県55名が出席しま
した。当協会からは、伊藤高広会長、浮ケ谷容徳副会
長、榊原正和副会長、森田春雄専務理事の 4 人が出席
しました。
　第 1 部の現地視察は、パワースポットととして有名
な霊山・戸隠山の麓に創建され、 2 千年余りの歴史を
刻む戸隠神社です。はじめに中社を視察しました。
　高さ11ｍの大鳥居が出迎え、境内には樹齢700年の
ご神木と800年を超える三本杉があります。
　ご神木については、長野県の樹木医さんから話があ
りました。ご神木は、昭和17年の中社地区の火災によ
り中社社殿が全焼した際に社殿側の枝を火災の炎で失
い大きな傷を負ったにも関わらず、枝が茂っているこ
とから、生命力の象徴として、触れると健康になると
言われています。 7 年前から日本樹木医会長野県支部
の現地研修会として、土壌改良、施肥、暗渠排水、竹
垣など行い樹勢回復の手伝いをしています。
　昼食は、中社の周りには神主が営む多くの宿坊があ
り、極意という宿坊で平安時代に、修験者が携帯食と
してそばが珍重されたことが始まりとされる戸隠そば
と精進料理をいただきました。
　昼食後、戸隠神社御本社の奥社の神域に邪気・邪悪
なものが入るのを防いでいる隋神門から参道をはさん
で500ｍにわたって長野県史跡・天然記念物の300数本
の杉の巨樹が続く杉並木を拝見し視察を終了しました。
　第 2 部の協議会は、ホテル国際21（長野市）で開催
され、「造園の発展、地位向上に向けて何をなすべき
か？」をテーマに各県から意見発表と意見交換がなさ

れました。その主な概要は次の通りです。
　千葉県からは、経営の安定化の取り組み（県への要
望活動）として、①平成25年度から70％の最低制限価
格の導入と平成29年度から80％に引き上げ。②防災林
造成工事の「一抜け方式」導入と一部一般競争入札か
らすべての発注が指名競争入札。③緑地管理・道路清
掃業務の一般競争入札の同一業者複数落札の制限が講
じられました。
　事業量の拡大の取り組み（県への要望活動）として、
①県立公園整備工事の土木一式工事等から造園工事の
拡大。②防災林造成工事の初期は造園会社が施工能力、
管理能力がないということで土木一式工事で発注され
ていましたが、当協会員落札業者でより良い防災林造
成工事協力会を作り連携して取り組み、県から会員企
業の工事が信頼され、全ての工事が造園工事で発注さ
れるようになりました。
　山梨県からは、「街路樹特別委員会」を設けて、県
に対して、①「街路樹点検マニュアル」作成と「点検
システム」実装への協力支援、「道路緑化に関する勉
強会」への連携協力などの働きかけを行い、県が県道
3 路線 6 か所で美しい街路樹の見本剪定を実施しまし
た。

　長野県からは、保育施設等の園庭芝生化の取り組みを
進めていますが、今年度から総務省において非常に有利
な財源の「こども・子育て支援事業債」が創設されたこと
を受け、県内の市町村にセールスしたところ、安曇野市は
市内こども園・幼稚園の19園で園庭芝生化を取り組むこと
になり、造園事業の拡大に繋がっています。
　第 3 部の懇親会では、長野県知事から挨拶がありま
した。乾杯の音頭は、来年度開催予定の埼玉県が行い
ました。
　 2 年後の令和 8 年度は、千葉県が開催県となります。

中　社 杉並木 協議会全体会議
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